
拝啓 
 

時下ますます御清栄のこととお慶び申し上げます。 

日頃より、東京労働局の行政運営への御理解と御協力に感
謝申し上げます。 

 

 東京労働局では、「一人ひとりが光り輝く働き方を目指す 

ＴＯＫＹＯ へ」を掲げ、行政ニーズに即応した労働行政の 

展開に取り組んでおります。 

 

直近の取組や雇用動向に関する資料を送付させていただ
きますので、御参照ください。 

 

 今後とも、職員一丸となって取り組んで参りますので、引 

き続き御支援のほど、お願い申し上げます。  

 

 

敬具 

 

 

令和５年１０月２４日 

各 位 

 

東 京 労 働 局 長  
美 濃 芳 郎 

 

 



9月1日 東京都最低賃金を1,113円に引上げ

担当部署 労働基準部　賃金課　03-3512-1614　田村、中西、高柳

9月1日 最低賃金・業務改善助成金周知強化期間を実施

担当部署 労働基準部　賃金課　03-3512-1614　田村、中西、高柳

9月29日 東京の一般職業紹介状況

担当部署 職業安定部　職業安定課　03-3512-1654　石川、三浦

9月29日 東京都最低賃金は10月1日から時間額1,113円

担当部署 労働基準部　賃金課　03-3512-1614　田村、中西、高柳

そのほか 各ハローワークにおけるイベント情報

Web掲載

ハローワークでは、地域の実情・要望等を踏まえた内容の面接会やセミナー等
を随時開催し、地域に密着したマッチングに取り組んでいます。
最新のイベント情報につきましては、以下の東京
ハローワークホームページからご覧いただけます。
　https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork

担当部署 職業安定部　職業安定課　03-3512-1655　伊澤

そのほか 東京労働局YouTubeチャンネル

Web掲載

東京労働局YouTubeチャンネルにおいて法改正や助成金など最新の情報を動
画で分かりやすくご案内しています。今後も随時、動画をアップいたします。
（動画の一例）
・改正育児・介護休業法オンライン説明会
・改正女性活躍推進法の基本のき

・改正労働施策総合推進法による職場のパワーハラスメント対策

　https://www.youtube.com/channel/UCKQmv6ePjH23Fpl0k4UH6XQ

担当部署 雇用環境・均等部　企画課　03-6867-0212　渡邉

※

【担当】東京労働局  雇用環境・均等部  企画課  企画係　土橋
　　　　　電話　03-6867-0212　メール　dobashi-tetsuya@mhlw.go.jp

資　料　目　次

他の送付先を希望される場合、メールでの提供を希望される場合、又は送付を希望をされな
い場合は、恐れ入りますが下記担当者までご連絡下さい。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京都最低賃金を 1,113円に引上げます 

＝発効日は令和５年 10月１日です＝ 

 

 東京労働局長は、東京都最低賃金を 41 円引上げ時間額 1,113 円に改正することを

決定し、本日官報公示を行いました。 

 

１ 東京都最低賃金（地域別最低賃金）の改正については、本年７月３日、東京労働

局長（局長 辻田 博）から東京地方最低賃金審議会（会長 都留 康）に対し諮問を

行いました。 

同審議会は審議の結果、８月７日、現行の時間額 1,072円を 41円引上げて 1,113

円に改正する（引上げ率 3.82％）ことが適当である旨の答申を行いました。 

これを受けて東京労働局長は、答申内容の公示等所要の手続きを経て、東京都最

低賃金を時間額 1,113円とする決定を行い、本日（９月１日）、官報公示を行いまし

た。 

効力発生日は令和５年 10月１日です。 

 

２ 厚生労働省では、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最

も低い賃金（事業場内最低賃金）の引上げを図るため、「業務改善助成金」制度を

設けています。 

 

３ その他、中小企業・小規模事業者の支援事業として、「業務改善助成金」をはじ

め、さまざまな経営・労務管理に関する課題に対してワン・ストップで無料相談に

応じる「東京働き方改革推進支援センター」を設けています。 

 

 

 

 

 

 

 

担 
 

当 

東京労働局労働基準部賃金課 

課     長 田村  滋康 

主任賃金指導官 中西 貴子 

賃 金 指 導 官 高柳 理恵  

電         話 03-3512-1614 

 

厚  生  労  働  省 

東 京 労 働 局 発 表 

令和 ５ 年 ９ 月 １ 日 

Press Release 



 

〔 参 考 〕 

 

１ 最低賃金について 

（１）適用 

東京都最低賃金は、東京都内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に 

  適用されるもので、常用・臨時・パートタイマー・アルバイト等の属性、性、 

国籍及び年齢の区別なく適用されます。 

派遣中の労働者については、派遣先の事業場に適用される最低賃金が適用さ

れます。 

（２）金額 

    次の金額は、最低賃金に算入されません。 

① 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 

② 臨時に支払われる賃金（結婚手当など） 

③ １月を超える期間ごとに支払われる賃金（賞与など） 

④ 時間外労働、休日労働及び深夜労働の手当 

 

２ 過去１０年間の改正状況 

 平成 25年 平成 26年 平成 27年 平成 28年 平成 29年 

引上げ額 １９円 １９円 １９円 ２５円 ２６円 

引上げ率 ２．２４％ ２．１９％ ２．１４％ ２．７６％ ２．７９％ 

時 間 額 ８６９円 ８８８円 ９０７円 ９３２円 ９５８円 

 

 平成 30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 

引上げ額 ２７円 ２８円 ０円 ２８円 ３１円 

引上げ率 ２．８２％ ２．８４％ ０．００％ ２．７６％ ２．９８％ 

時 間 額 ９８５円 １，０１３円 １，０１３円 １，０４１円 １，０７２円 

 

３ 関係法令 

〇最低賃金法第４条第１項 

    使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の 

   賃金を支払わなければならない。 

〇最低賃金法第４０条 

    第４条第１項の規定に違反した者（地域別最低賃金及び船員に適用される 

   特定最低賃金に係るものに限る。）は、５０万円以下の罰金に処する。 

 

４ 厚生労働省では、最低賃金及び賃金の引上げに向けた環境整備を図るため、以下

の最低賃金及び賃金の引上げに向けた生産性向上等のための支援を実施していま

す。 

 



 

 

① 業務改善助成金（別添１リーフレット参照） 

   事業場内の最低賃金を一定額以上引き上げた中小企業・小規模事業者に、生

産性向上のための設備・機器等の導入経費（業務改善経費）の一部を助成する

もの。 

※ 業務改善助成金に関するお問い合わせは、業務改善助成金コールセンター（電

話 0120-366-440）、東京労働局雇用環境・均等部企画課（助成金担当；電話 03-

6893-1100）又は、東京働き方改革推進支援センター（電話 0120‐232‐865）

にお尋ねください。 

 

② 「東京働き方改革推進支援センター」（別添２リーフレット参照） 

東京労働局委託事業として、令和５年４月より「東京働き方改革推進支援セン

ター」（電話 0120‐232‐865）を開設し、最低賃金の引上げで影響を受ける中小

企業・小規模事業者等を中心に、生産性向上による賃金引上げ、非正規労働者の

処遇改善、労働時間の短縮、人手不足の緩和等の取組を支援するため、専門家に

よる相談対応（電話・メール・対面・訪問）や出張相談会・セミナー等を実施し

ています。 

 
 



業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃金）を引き上げ、設備投資等を行っ

た中小企業・小規模事業者等に、その費用の一部を助成する制度です。

①対象事業場の拡大

事業内最低賃金

引き上げの計画

設備投資等の計画
機械設備、コンサルティング、

人材育成・教育訓練など

設備投資等の費用

の一部を助成

対象事業場：
事業場内最低賃金と地域別
最低賃金の差額が

30円以内の事業場

事 業 場 内

最 低 賃 金 額
助 成 率

870円未満 9/10

870円以上

920円未満
４/５
(9/10)

920円以上
３/４
(4/5)

900円未満 9/10

900円以上

950円未満

４/５
(9/10)

950円以上
３/４
(4/5)

（）内は生産性要件を満たした事業
場の場合

交付申請書等の提出先は管轄の都道府県労働局 雇用環境・均等部（室）です

交付申請書・事業実施計画

などを事業場所在地を管轄

する都道府県労働局に提出

交付決定後、提出

した計画に沿って

事業実施

労働局に事業実施

結果を報告
審査

支
給

（審査の上、交付決定を受けたら）
・計画に基づく賃上げの実施
・計画に基づく設備投資等の実施

差額が50円以内に拡大され
たので、助成金が受けられる
ようになりました

対象外

拡充後

業務改善助成金の制度が拡充されます！
対象事業場拡大、助成率区分見直し、賃金引き上げ後の申請が可能に

審査・
交付決定

今

ま

で

拡

充

後

②賃金引き上げ後の申請 ③助成率区分の見直し

拡充後拡充後

例：地域別最低賃金が920円の
地域において

対象事業場：
事業場内最低賃金と地域別
最低賃金の差額が

50円以内の事業場

事業場内最低賃金が
955円（差額35円）
の工場

対象に！
（先ほどの例）

事業場内最低賃金が
955円の工場

2023年4月1日から12月31日
までに賃金引き上げを実施して
いれば、賃金引き上げ計画の提
出は不要となりました

以下の書類の提出は必要です
• 賃金引き上げ結果
• 事業実施計画（設備投資等の

計画）

（）内は生産性要件を満たした事業
場の場合

必要な手続き：
事前に以下2つの計画を提出
• 賃金引き上げ計画
• 事業実施計画（設備投資

等の計画）

8月 3 1日から開始 ※申請期限：2024（令和6）年1月31日
（事業完了期限：2024（令和6）年2月28日）

業務改善助成金とは

拡充のポイント

事業実

施計画

賃上げ

計画

事業実

施計画
賃上げ

結果

助成金支給までの流れ

計画の承認
と実施

を提出し、計画の
審査を受けます。

＜対象＞
事業場規模50人未満のみ

takayanagir
フリーテキスト
別添１



（R５.８）

ご不明な点は、下記の業務改善助成金コールセンターまでお問い合わせください。

電話番号：0120 - 366 - 440（受付時間 平日 8:30～17:15）

その他詳細は厚生労働省ウェブサイトをご覧ください

お問い合わせ

業務改善助成金 検 索

• 過去に業務改善助成金を活用した事業者も助成対象となります。

• 予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。

• 事業完了の期限は、2024（令和6）年2月28日です。

• 必ず最新の交付要綱・要領で助成要件をご確認ください。

（参考）働き方改革推進支援資金

日本政策金融公庫では、事業場内最低

賃金の引き上げに取り組む方に、設備

資金や運転資金の融資を行っています。

詳しくは、事業場がある都道府県の日

本政策金融公庫の窓口にお問い合わせ

ください。

日本政策金融公庫
店舗検索

コース
区分

事業場内
最低賃金の
引き上げ額

引き上げる
労働者数

助 成 上 限 額

右記以外
の事業者

事業場規模
30人未満の
事業者

30円
コース

30円以上

1人 30万円 60万円

2～3人 50万円 90万円

4～6人 70万円 100万円

7人以上 100万円 120万円

10人以上※ 120万円 130万円

45円
コース

45円以上

1人 45万円 80万円

2～3人 70万円 110万円

4～6人 100万円 140万円

7人以上 150万円 160万円

10人以上※ 180万円 180万円

60円
コース

60円以上

1人 60万円 110万円

2～3人 90万円 160万円

4～6人 150万円 190万円

7人以上 230万円 230万円

10人以上※ 300万円 300万円

90円
コース

90円以上

1人 90万円 170万円

2～3人 150万円 240万円

4～6人 270万円 290万円

7人以上 450万円 450万円

10人以上※ 600万円 600万円

※ 10人以上の上限額区分は、特例事業者（右記）が、10人以上の労働者の

賃金を引き上げる場合に対象になります。

設備投資
• POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
• リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮

コンサルティング 専門家による業務フロー見直しによる顧客回転率の向上

その他 店舗改装による配膳時間の短縮

①
賃金
要件

申請事業場の事業場内最低賃金が950
円未満である事業者

②
生産量
要件

売上高や生産量などの事業活動を示す

指標の直近3か月間の月平均値が前年、

前々年または3年前の同じ月に比べて、

15％以上減少している事業者

③
物価
高騰等
要件

原材料費の高騰など社会的・経済的環

境の変化等の外的要因により、申請前

3か月間のうち任意の1か月の利益率

が前年同月に比べ3％ポイント※以上

低下している事業者

特例事業者

※「％ポイント（パーセントポイント）」とは、パーセ

ントで表された2つの数値の差を表す単位です。

以下の要件に当てはまる場合が特例事業者となり
ます。（なお、②・③に該当する場合は、助成対
象経費の拡充も受けられます。）

＜事業場内最低賃金とは？＞

事業場で最も低い時間給を指します。（ただし、

業務改善助成金では、雇入れ後3か月を経過した

労働者の事業場内最低賃金を引き上げていただく

必要があります。）

事業場内最低賃金の計算方法は、地域別最低賃金

（国が例年10月頃に改定する都道府県単位の最低

賃金額）と同様、最低賃金法第4条及び最低賃金

法施行規則第1条又は第2条の規定に基づいて算定

されます。

ご不明点があれば、管轄の労働局雇用環境・均等

部室または賃金課室までお尋ねください。

助成上限額

助成対象経費の例

注意事項
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最低賃金・業務改善助成金周知強化期間を実施します 

～応援します！ＴＯＫＹＯ１１１３ さいちんキャンペーン～ 

 

東京労働局（局長 辻田博）は、令和５年 10 月１日から東京都最低賃金が

１時間 1,113 円に改正されることに伴い、改正後の最低賃金額を周知し、業

務改善助成金の利用を促進するため、「令和５年度東京労働局 最低賃金・

業務改善助成金周知強化期間～応援します！ＴＯＫＹＯ１１１３ さいち

んキャンペーン～」として令和５年９月１日から同年 10 月 31 日まで周知広

報の集中的な取組みを行います（別添資料１）。 

また、管下労働基準監督署等での各種説明会、個別の訪問支援等を通じて、

最低賃金額及び業務改善助成金の周知を実施します。 

 

 【東京労働局における取組事項】 

 

１ 実施期間：令和５年９月１日（金）～10月 31日（火） 

  

２ 最低賃金及び業務改善助成金の周知にかかる主な取組事項 

(1) 関東一円に周知するため、東京だけでなく千葉・埼玉・神奈川へ乗り入れを

している東京メトロ全線等に車内広告等を掲載。 

(2) 都営バス（全 19営業所）、都区内コミュニテイバス（全 14区）、国際興業バ

ス（３営業所）、東武バス（３営業所）に車内広告を掲載。 

(3) 都心ターミナル駅前（新宿、渋谷）、影響率の高い中核ターミナル駅前（立

川）等の屋外ビジョンでの広告動画放映。 

(4) ラジオＣＭ（ＴＢＳラジオ等）放送。 

(5) 東京労働局独自ポスター及びリーフレットを作成。 

(6) 主な団体、業界団体及び地域団体に対し、東京労働局及び労働基準監督署幹

部が訪問すること等により、最低賃金の周知及び業務改善助成金の利用促進に

関する要請を実施。 

(7) 東京労働局 YouTube公式チャンネル、各労働基準監督署に設置したデジタル

サイネージ等を活用した情報発信を実施。 

(8) 主な経営者団体、業界団体等のメールマガジンに、最低賃金及び業務改善助

成金の広報記事を掲載。 

担 
 

当 

東京労働局労働基準部賃金課 

課     長 田村  滋康 

主任賃金指導官 中西 貴子 

賃 金 指 導 官 高柳 理恵  

電         話 03-3512-1614 

 

厚 生 労 働 省 

東 京 労 働 局 発 表 

令 和 ５ 年 ９ 月 １ 日
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令和５年度東京労働局 最低賃金・業務改善助成金周知強化期間実施要綱 

～応援します！ ＴＯＫＹＯ１１１３ さいちんキャンペーン～ 

 

１ 目的 

東京都最低賃金は、東京地方最低賃金審議会に対する諮問及び答申を経て、令和

５年 10月 1日から 1時間 1,113円に改正されることが決定した。 

今回の改正は、改正前に比較して 41 円（引上げ率 3.82％）の引上げとなり、中

小企業・小規模事業者（以下「中小企業等」という。）の負担が大きくなるとの指摘

がある中、今回の改正に至る審議において、労使双方から、中小企業等に対する支

援を一層強化すること及び周知を徹底することが強く求められている。 

    東京労働局では、東京都内の事業場に対し、すべての労働者の賃金の最低限を保

障するセーフティネットとしての最低賃金の改正について周知を徹底するととも

に、中小企業等に対する支援策として、生産性の向上等により事業場内最低賃金を

引き上げやすい環境を整備するための業務改善助成金の利用促進に向けた周知に

ついて、集中的な取組を行うこととする。 

 

２ 取組期間 

令和５年９月１日～10月 31日  

 

３ 東京労働局・労働基準監督署・公共職業安定所の取組項目 

（１）関係団体を通じた周知 

ア 主な団体及び業界団体を東京労働局幹部が訪問し、最低賃金の周知及び業

務改善助成金の利用促進に関する要請を実施。【局】 

イ 東京都全域又は多摩地区全域を統括する業界団体、東京都労働保険事務組

合連合会各協議会及び社会保険労務士会各支部に東京労働局賃金課職員が訪

問し、最低賃金及び業務改善助成金の利用促進に関する要請を実施。【局】 

ウ 自治体及び各種団体に対し、最低賃金及び業務改善助成金のリーフレット

を送付し、広報依頼を実施。【局・署】 

エ 労働基準監督署幹部による地域団体等への最低賃金の周知及び業務改善助

成金の利用促進に関する要請を実施。【署】 

（２）個別事業場に対する周知 

ア 最低賃金及び業務改善助成金について東京労働局 YouTube 公式チャンネル、

各労働基準監督署に設置したデジタルサイネージ等を活用した情報発信を実

施。【局・署】 

イ 労働基準監督署の監督指導、個別指導、訪問支援等において最低賃金及び

資料１ 



 

業務改善助成金の周知を徹底。【署】 

ウ 東京働き方改革推進支援センターによる出張相談会を開催し、最低賃金及

び業務改善助成金について周知を実施。【局・署】 

エ 局署において実施する集団指導、説明会各種会合等において、最低賃金及

び業務改善助成金について周知を実施。【局・署】 

（３）その他 

 ア 関東一円に最低賃金及び業務改善助成金を周知するため、東京だけでなく

千葉・埼玉・神奈川へ乗り入れをしている東京メトロ全線等に、最低賃金及

び業務改善助成金の車内広告等を掲載予定。【局】 

イ 都営バス（全 19 営業所）、都区内コミュニテイバス（全 14 区）、国際興業

バス（３営業所）、東武バス（３営業所）に、最低賃金額及び業務改善助成金

の車内広告を掲載予定。【局】 

 ウ 都心ターミナル駅前（新宿、渋谷）、多摩地区の中核ターミナル駅前（立川）

等の屋外ビジョンでの広告動画放映予定。【署】 

 エ ラジオＣＭ（ＴＢＳラジオ等）放送予定。【局】 

 オ 最低賃金及び業務改善助成金を紹介する東京労働局独自ポスター及びリー

フレットを作成し【局】、最低賃金及び業務改善助成金について周知を実施。

【局・署・所】 

カ 求人事業主及び求職者に対する最低賃金及び業務改善助成金の周知のため、

公共職業安定所庁内でのポスター掲示、デジタルサイネージへの掲載及びリ

ーフレットの備え置き等を実施。【所】 

キ 需給調整事業に係る事業主に対する最低賃金及び業務改善助成金の周知の

ため、東京労働局海岸庁舎庁内でのポスター掲示及びリーフレットの備え置

きを実施。【局】 

ク 包括連携協定を締結している金融機関に対し、最低賃金及び業務改善助成

金の周知依頼を実施。【局】 

ケ 主な経営者団体、東京都社会保険労務士会、全国労働保険事務組合連合会

東京支部、東京都社会福祉協議会等の業界団体等のメールマガジンに、最低

賃金及び業務改善助成金の広報記事を掲載。【局】  

 

 

 

 

 

 



○最低賃金に関するお問い合わせは
　東京労働局賃金課最低賃金係（☎03-3512-1614）
　または 最寄りの労働基準監督署へ

みんなチェック
！

最低賃金。 OKYO 1113

円
時間額

～東京で働く全ての労働者に東京都最低賃金が適用されます～

業務改善助成金
事業場内の最低賃金を一定額以上引き上げ、生産性向上
のための設備投資などを行う場合は、拡充された業務改
善助成金をご活用ください。
詳しくは、
業務改善助成金コールセンター ☎ 0120-366-440
東京働き方改革推進支援センター ☎ 0120-232-865

令 和 5 年１０月１日から

東京都最低賃金のお知らせ

41円

拡充された

satouru
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OKYO 1113

円
時間額

○最低賃金に関するお問い合わせは
　東京労働局賃金課最低賃金係（☎03-3512-1614 * ）
　または 最寄りの労働基準監督署へ

* 車内の携帯電話のご利用マナーにご協力下さい。

～東京で働く全ての労働者に東京都最低賃金が適用されます～
生産性向上・賃金引上げを支援する
拡充された「業務改善助成金」を
活用しましょう

雇う上でも、働く上でも、最低限のルール。
使用者も、労働者も、必ず確認。最低賃金。

令 和 5 年１０月１日から 41円
拡充された業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃金）を一定額引き上げ、生産性向上
に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。詳しくは、
　　業務改善助成金コールセンター　　 ☎ 0120-366-440 * 
　　東京働き方改革推進支援センター　 ☎ 0120-232-865 * までお尋ねください。　

みんなチェック
！

最低賃金。

東京都最低賃金のお知らせ



業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃金）を引き上げ、設備投資等を行っ

た中小企業・小規模事業者等に、その費用の一部を助成する制度です。

①対象事業場の拡大

事業内最低賃金

引き上げの計画

設備投資等の計画
機械設備、コンサルティング、

人材育成・教育訓練など

設備投資等の費用

の一部を助成

対象事業場：
事業場内最低賃金と地域別
最低賃金の差額が

30円以内の事業場

事 業 場 内

最 低 賃 金 額
助 成 率

870円未満 9/10

870円以上

920円未満
４/５
(9/10)

920円以上
３/４
(4/5)

900円未満 9/10

900円以上

950円未満

４/５
(9/10)

950円以上
３/４
(4/5)

（）内は生産性要件を満たした事業
場の場合

交付申請書等の提出先は管轄の都道府県労働局 雇用環境・均等部（室）です

交付申請書・事業実施計画

などを事業場所在地を管轄

する都道府県労働局に提出

交付決定後、提出

した計画に沿って

事業実施

労働局に事業実施

結果を報告
審査

支
給

（審査の上、交付決定を受けたら）
・計画に基づく賃上げの実施
・計画に基づく設備投資等の実施

差額が50円以内に拡大され
たので、助成金が受けられる
ようになりました

対象外

拡充後

業務改善助成金の制度が拡充されます！
対象事業場拡大、助成率区分見直し、賃金引き上げ後の申請が可能に

審査・
交付決定

今

ま

で

拡

充

後

②賃金引き上げ後の申請 ③助成率区分の見直し

拡充後拡充後

例：地域別最低賃金が920円の
地域において

対象事業場：
事業場内最低賃金と地域別
最低賃金の差額が

50円以内の事業場

事業場内最低賃金が
955円（差額35円）
の工場

対象に！
（先ほどの例）

事業場内最低賃金が
955円の工場

2023年4月1日から12月31日
までに賃金引き上げを実施して
いれば、賃金引き上げ計画の提
出は不要となりました

以下の書類の提出は必要です
• 賃金引き上げ結果
• 事業実施計画（設備投資等の

計画）

（）内は生産性要件を満たした事業
場の場合

必要な手続き：
事前に以下2つの計画を提出
• 賃金引き上げ計画
• 事業実施計画（設備投資

等の計画）

8月 3 1日から開始 ※申請期限：2024（令和6）年1月31日
（事業完了期限：2024（令和6）年2月28日）

業務改善助成金とは

拡充のポイント

事業実

施計画

賃上げ

計画

事業実

施計画
賃上げ

結果

助成金支給までの流れ

計画の承認
と実施

を提出し、計画の
審査を受けます。

＜対象＞
事業場規模50人未満のみ

takayanagir
フリーテキスト
 参考１



（R５.８）

ご不明な点は、下記の業務改善助成金コールセンターまでお問い合わせください。

電話番号：0120 - 366 - 440（受付時間 平日 8:30～17:15）

その他詳細は厚生労働省ウェブサイトをご覧ください

お問い合わせ

業務改善助成金 検 索

• 過去に業務改善助成金を活用した事業者も助成対象となります。

• 予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。

• 事業完了の期限は、2024（令和6）年2月28日です。

• 必ず最新の交付要綱・要領で助成要件をご確認ください。

（参考）働き方改革推進支援資金

日本政策金融公庫では、事業場内最低

賃金の引き上げに取り組む方に、設備

資金や運転資金の融資を行っています。

詳しくは、事業場がある都道府県の日

本政策金融公庫の窓口にお問い合わせ

ください。

日本政策金融公庫
店舗検索

コース
区分

事業場内
最低賃金の
引き上げ額

引き上げる
労働者数

助 成 上 限 額

右記以外
の事業者

事業場規模
30人未満の
事業者

30円
コース

30円以上

1人 30万円 60万円

2～3人 50万円 90万円

4～6人 70万円 100万円

7人以上 100万円 120万円

10人以上※ 120万円 130万円

45円
コース

45円以上

1人 45万円 80万円

2～3人 70万円 110万円

4～6人 100万円 140万円

7人以上 150万円 160万円

10人以上※ 180万円 180万円

60円
コース

60円以上

1人 60万円 110万円

2～3人 90万円 160万円

4～6人 150万円 190万円

7人以上 230万円 230万円

10人以上※ 300万円 300万円

90円
コース

90円以上

1人 90万円 170万円

2～3人 150万円 240万円

4～6人 270万円 290万円

7人以上 450万円 450万円

10人以上※ 600万円 600万円

※ 10人以上の上限額区分は、特例事業者（右記）が、10人以上の労働者の

賃金を引き上げる場合に対象になります。

設備投資
• POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
• リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮

コンサルティング 専門家による業務フロー見直しによる顧客回転率の向上

その他 店舗改装による配膳時間の短縮

①
賃金
要件

申請事業場の事業場内最低賃金が950
円未満である事業者

②
生産量
要件

売上高や生産量などの事業活動を示す

指標の直近3か月間の月平均値が前年、

前々年または3年前の同じ月に比べて、

15％以上減少している事業者

③
物価
高騰等
要件

原材料費の高騰など社会的・経済的環

境の変化等の外的要因により、申請前

3か月間のうち任意の1か月の利益率

が前年同月に比べ3％ポイント※以上

低下している事業者

特例事業者

※「％ポイント（パーセントポイント）」とは、パーセ

ントで表された2つの数値の差を表す単位です。

以下の要件に当てはまる場合が特例事業者となり
ます。（なお、②・③に該当する場合は、助成対
象経費の拡充も受けられます。）

＜事業場内最低賃金とは？＞

事業場で最も低い時間給を指します。（ただし、

業務改善助成金では、雇入れ後3か月を経過した

労働者の事業場内最低賃金を引き上げていただく

必要があります。）

事業場内最低賃金の計算方法は、地域別最低賃金

（国が例年10月頃に改定する都道府県単位の最低

賃金額）と同様、最低賃金法第4条及び最低賃金

法施行規則第1条又は第2条の規定に基づいて算定

されます。

ご不明点があれば、管轄の労働局雇用環境・均等

部室または賃金課室までお尋ねください。

助成上限額

助成対象経費の例

注意事項
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東京の一般職業紹介状況 を公表します 

 

～有効求人倍率（季節調整値）は１．８４倍と、前月より０．０５P上昇～ 
 
 

東京労働局では、令和５年８月分の「一般職業紹介状況」を取りまとめましたので公表します。 
「一般職業紹介状況」は、ハローワークにおける求人、求職、就職などの状況をとりまとめた

もので、月末に、その前月の状況を都道府県労働局ごとに公表しています。 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 １ 有効求人倍率・求人・求職の状況 〔P.4参照〕 
○ 有効求人倍率（季節調整値）は 1.84倍で、前月より 0.05ポイント上昇した。なお、職業
別の有効求人倍率（常用）は、P.6を参照。 

 
○ 有効求人数（原数値）は 356,042人（前年同月比 14.2％増）で、25か月連続で前年同月を 
上回った。 

 
○ 有効求職者数（原数値）は 198,642人（前年同月比 2.3％減）で、14か月連続で前年同月
を下回った。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

担 

 

 

当 

職業安定部職業安定課  
課  長 森  貴 昭  
課 長 代 理  石 川  浩 幸  
地方労働市場情報官 三 浦  智 博  
電話(直通)  03-3512-1654  
Ｆ Ａ Ｘ 03-3512-1565  

厚 生 労 働 省
東 京 労 働 局 発 表 
令和５年９月 29日（金） 

○ 有効求人倍率（季節調整値）は１．８４倍で、前月より０．０５P上昇した。 

○ 新規求人数は１２２，９０８人で、前年同月比１７．７％増（＋１８，４９２人）となった。 

○ 新規求職者数は３２，０９３人で、前年同月比５．７％減（－１，９３２人）となった。 

８月の概要：「雇用情勢は緩やかに持ち直しているものの、物価上昇等が雇用に与える影響に
留意する必要がある。」 
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２ 新規求人倍率・求人・求職の状況〔P.4参照〕 

○ 新規求人倍率（季節調整値）は 3.81倍で、前月より 0.15ポイント上昇した。 

 

○ 新規求人数（原数値）は 122,908人（前年同月比 17.7％増）で、23か月連続で前年同月を

上回った。 

主要９産業の新規求人数（原数値）を前年同月比でみると、宿泊業，飲食サービス業（52.9％

増）、生活関連サービス業，娯楽業（21.5％増）、情報通信業（14.5％増）、医療，福祉（13.9％

増）、運輸業，郵便業（11.6％増）、卸売業，小売業（9.3％増）、建設業（9.3％増）、サービス

業（6.6％増）、製造業（5.6％増）と、全産業において増加。〔P.6参照〕 

 

○ 新規求職者数（原数値）は 32,093人（前年同月比 5.7％減）で、14か月連続で前年同月を

下回った。新規求職者（常用計）を性別でみると、男性は前年同月比で 5.2％減少、女性は

5.3%減少した。年齢別にみると、全ての年齢層で減少した。[P.11 参照] 

新規求職者数（一般常用）のうち、在職者は 4,689人（前年同月比 12.4％減）、離職者は 15,431

人（前年同月比 2.5％減）であった。離職者のうち、事業主都合離職者は 4,146人（前年同月

比 6.8％減）であった。また、自己都合離職者は 10,384人（前年同月比 0.4％減）で、２か月

ぶりに前年同月を下回った。〔P.12 参照〕 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 就職者の状況〔P.4,5 参照〕 

○ 就職件数は 5,953件で、前年同月より

0.3％増となった。 

一般、パート別の状況をみると、一般は

3,040件（前年同月比 1.8％増）、パートは

2,913件（前年同月比 1.4％減）であった。 

 

４ 求人充足の状況〔P.4,5 参照〕 

○ 求人充足数は 8,482件で、前年同月よ

り 3.3％増となった。 

一般、パート別の状況をみると、一般は

4,470件（前年同月比 3.1％増）、パートは

4,012件（前年同月比 3.5％増）であった。 
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～用語の解説～ 

※ハローワークインターネットサービスの機能拡充に伴い、令和 3年 9月以降の数値について、特に断り書きのない場合は以下のとおりとなります。 

 

＊新規求人数・・・・・・・・ハローワークにおいて当該期間中に受け付けた求人数。 
  

＊有効求人数・・・・・・・・「前月から繰り越された有効求人数」と当月の「新規求人数」の合計。 
 

＊新規求職者数・・・・・・ハローワークにおいて当該期間中に新たに受け付けた求職申込の件数と、新たにハローワークインターネットサービスか 

らオンライン登録を行った件数（オンライン登録者）の合計。 
  

＊有効求職者数・・・・・・ 「前月から繰り越された有効求職者数及び有効オンライン登録者」と当月の「新規求職者数」の合計。 
  

＊求人倍率・・・・・・・・・・ 求職者数に対する求人数の割合。 

    ⇒新規求人倍率：新規求人数÷新規求職者数（新規オンライン登録者を含む） 

   ⇒有効求人倍率：有効求人数÷有効求職者数（有効オンライン登録者を含む） 

     なお、求人倍率の「季節調整値」とは、１年を周期として繰り返す季節的変動要因を一定の方法により取り除いて計算した数値をいう。（12月

までの 1年分のデータが集まった段階で過去の全データが修正の対象となり、毎年 1月分の公表に併せて「季節調整値替え」が行われる。） 

⇒正社員有効求人倍率：正社員の有効求人数÷パートタイムを除く常用の有効求職者数（有効オンライン登録者を含む） 

ただし、パートタイムを除く常用の有効求職者には派遣労働者や契約社員を希望する者も含まれるため、厳密な意味での正社員有効求人 

倍率より低い値となる。 
   

 ＊就職件数・・・・・・・・・都内のハローワークにおいて求職申込を受け付けた求職者に対して、全国のハロ―ワークで受理した求人を紹介、就職が 

確認された件数と、オンライン登録者が、ハローワークインターネットサービス上から全国のハロ―ワークで受理した求人

へ自主的に応募、就職が確認された件数の合計。 
 

＊充足数・・・・・・・・・・・都内のハローワークにおいて受け付けた求人に対して、全国のハローワークで紹介、就職が確認された件数と、オンライン

登録者がハローワークインターネットサービス上から自主的に応募、就職が確認された件数の合計。 
 

＊一般・・・・・・・・・・・・・以下のパートタイム以外の就業形態。 
 

＊パートタイム・・・・・・・一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用されている、通常の労働者の一週間の所定労働時間に比べて短い就業 

形態。 
 

＊常用・・・・・・・・・・・・・雇用契約において雇用期間の定めのない、又は、4か月以上の雇用期間が定められているもの。 

 

５ 正社員の職業紹介状況〔P.13 参照〕 

 〇 正社員の有効求人数（原数値）は 154,014人（前年同月比 7.7％増）で、28か月連続で前

年同月を上回った。一般有効求人（全数）に占める正社員有効求人数の割合は 43.3％であっ

た。 

   正社員有効求人倍率（原数値）は 1.15倍で、前年同月より 0.10ポイント上昇した。 

 

 〇 正社員の新規求人数（原数値）は 51,267人（前年同月比 6.7％増）で、26か月連続で前年

同月を上回った。一般新規求人（全数）に占める正社員新規求人数の割合は 41.7％であった。 

    

 〇 正社員就職件数は 2,240件で、前年同月より 4.0％増となった。また、就職件数(全数)に占

める正社員就職件数の割合は 37.6％であった。 

  

 
≪参考資料≫ 

＊産業別新規求人の推移〔P.7〕 

＊主な産業別・事業所規模別新規求人状況〔P.8〕 

＊主な職業別常用有効求人求職状況〔P.9〕     

＊主な職業別常用新規求人状況〔P.10〕      

＊性別・年齢別常用新規求職者の状況〔P.11〕 

＊新規一般常用求職者の態様別推移〔P.12〕 

＊正社員の職業紹介状況〔P.13〕 
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.0
9

p
］

［
▲

 0
.0

1
p

］
［

0
.0

1
p

］
(0

.0
)

(2
.5

)
(7

)
［

0
.2

p
］

3
2

,0
9

3
1

2
2

,9
0

8
1

9
8

,6
4

2
3

5
6

,0
4

2
2

.3
3

3
.8

1
1

.2
9

1
.8

4
5

,9
5

3
8

,4
8

2

８
月

(▲
 5

.7
)

(1
7

.7
)

(▲
 2

.3
)

(1
4

.2
)

［
0

.0
6

p
］

［
0

.1
5

p
］

［
0

.0
0

p
］

［
0

.0
5

p
］

(0
.3

)
(3

.3
)

(▲
 1

7
7

)
［

▲
 2

.7
p

］

 注
  

１
　

①
②

③
④

⑦
⑧

欄
は

、
東

京
都

の
数

値
で

原
数

値
で

あ
る

。
ま

た
、

⑤
⑥

⑩
欄

の
各

月
分

は
季

節
調

整
値

で
あ

り
、

年
度

分
は

原
数

値
で

あ
る

。

（
季

節
調

整
値

は
、

セ
ン

サ
ス

局
法

Ⅱ
（

X
-
1

2
-
A

R
IM

A
)に

よ
り

、
毎

年
1

月
分

の
公

表
に

併
せ

て
「

季
節

調
整

値
替

え
」

が
行

わ
れ

る
。

）

　
  

 ２
　

各
欄

の
（

　
）

内
は

、
前

年
と

の
比

較
（

増
減

数
・

比
率

）
で

あ
り

、
⑤

⑥
⑩

欄
の

各
月

分
の

［
　

］
内

は
、

前
月

と
の

比
較

（
比

率
）

で
あ

る
。

　
　

３
　

新
規

・
有

効
求

人
数

、
新

規
・

有
効

求
職

者
数

、
就

職
件

数
、

充
足

数
及

び
求

人
倍

率
は

、
学

卒
を

除
き

、
パ

ー
ト

タ
イ

ム
を

含
ん

だ
数

値
で

あ
る

。

　
　

４
　

⑪
⑫

欄
は

､
南

関
東

〔
東

京
、

埼
玉

、
千

葉
、

神
奈

川
〕

及
び

全
国

の
年

・
四

半
期

の
数

値
で

原
数

値
で

あ
る

。

　
　

５
　

⑨
～

⑫
欄

の
各

月
・

四
半

期
・

年
・

年
度

の
数

値
に

つ
い

て
は

、
令

和
2

年
国

勢
調

査
結

果
を

基
準

と
す

る
新

基
準

で
遡

及
集

計
し

た
数

値
で

あ
る

。
詳

細
に

つ
い

て
は

総
務

省
統

計
局

「
労

働
力

調
査

」
を

参
照

の
こ

と
。

　
　

６
　

年
度

計
の

①
②

③
④

及
び

⑦
⑧

の
数

値
は

、
平

均
値

で
あ

る
。

　
　

７
　

※
は

公
表

の
翌

月
に

記
載

。

≪
資

料
出

所
≫

　
'総

務
省

統
計

局
「

労
働

力
調

査
」

、
厚

生
労

働
省

「
職

業
安

定
業

務
統

計
」

最
  
 近

  
 の

  
 雇

  
 用

  
 失

  
 業

  
 情

  
 勢

　
　

　
（

令
和

4
年

８
月

～
令

和
5

年
８

月
）

※

※

- 4 -



令
和

５
年

８
月

分
【

東
京

労
働

局
職

業
安

定
部

】

項
目

①
②

③
④

⑤
⑥

①
②

③
④

⑤
⑥

年
月

新
規

求
職

者
数

新
規

求
人

数
月

間
有

効
求

職
者

数
月

間
有

効
求

人
数

就
職

件
数

充
足

数
新

規
求

職
者

数
新

規
求

人
数

月
間

有
効

求
職

者
数

月
間

有
効

求
人

数
就

職
件

数
充

足
数

令
和

2
4

,9
4

2
5

2
,7

7
2

1
3

6
,0

2
2

1
5

6
,4

9
0

3
,0

0
6

4
,3

2
7

1
0

,5
1

6
3

0
,7

5
8

5
6

,5
5

3
8

8
,9

0
4

2
,7

9
6

3
,6

3
3

２
年

度
(3

.0
)

(▲
 2

7
.9

)
(1

6
.6

)
(▲

 2
7

.4
)

(▲
 3

3
.5

)
(▲

 3
2

.9
)

(▲
 2

.7
)

(▲
 3

3
.0

)
(7

.0
)

(▲
 3

2
.6

)
(▲

 2
7

.9
)

(▲
 2

7
.2

)

令
和

2
4

,5
5

5
5

6
,9

4
2

1
4

4
,6

7
7

1
6

4
,7

8
3

3
,0

8
2

4
,5

2
9

1
1

,9
4

6
3

3
,4

9
4

6
7

,2
7

5
9

3
,9

2
8

3
,0

0
9

3
,9

6
3

３
年

度
(▲

 1
.5

)
(7

.9
)

(6
.4

)
(5

.3
)

(2
.5

)
(4

.6
)

(1
3

.6
)

(8
.9

)
(1

9
.0

)
(5

.7
)

(7
.6

)
(9

.1
)

令
和

2
3

,3
2

6
6

7
,2

7
8

1
3

4
,5

7
2

1
9

6
,6

1
0

3
,1

3
5

4
,6

3
6

1
1

,6
9

3
4

4
,7

2
4

6
6

,5
0

1
1

2
5

,7
7

8
3

,1
9

4
4

,2
9

4

４
年

度
(▲

 5
.0

)
(1

8
.2

)
(▲

 7
.0

)
(1

9
.3

)
(1

.7
)

(2
.4

)
(▲

 2
.1

)
(3

3
.5

)
(▲

 1
.1

)
(3

3
.9

)
(6

.2
)

(8
.3

)

令
和

４
年

2
3

,0
9

7
6

2
,6

9
2

1
3

6
,8

1
7

1
9

2
,7

5
7

2
,9

8
5

4
,3

3
5

1
0

,9
2

8
4

1
,7

2
4

6
6

,4
4

9
1

1
9

,0
1

6
2

,9
5

3
3

,8
7

8

8
月

(▲
 2

.1
)

(2
9

.0
)

(▲
 4

.8
)

(2
3

.8
)

(1
.8

)
(2

.8
)

(▲
 6

.0
)

(4
0

.8
)

(0
.9

)
(3

9
.8

)
(1

2
.1

)
(1

5
.0

)

2
2

,6
8

0
6

7
,9

7
1

1
3

4
,8

3
8

1
9

7
,5

9
2

3
,1

1
0

4
,5

8
9

1
1

,3
4

8
4

2
,4

0
4

6
5

,6
7

7
1

2
2

,5
9

4
3

,0
5

3
4

,1
9

3

9
月

(▲
 3

.4
)

(1
6

.6
)

(▲
 6

.5
)

(2
5

.3
)

(5
.5

)
(7

.7
)

(▲
 1

.6
)

(3
3

.8
)

(▲
 2

.2
)

(4
1

.9
)

(6
.8

)
(1

1
.2

)

2
2

,3
3

9
7

2
,4

8
8

1
3

3
,8

0
9

1
9

8
,8

7
3

3
,0

9
6

4
,5

3
6

1
1

,4
4

4
4

7
,0

8
5

6
6

,3
0

3
1

2
5

,5
0

0
3

,1
7

7
4

,2
7

5

１
０

月
(▲

 1
2

.1
)

(1
6

.8
)

(▲
 8

.6
)

(2
1

.1
)

(1
.3

)
(0

.9
)

(▲
 8

.2
)

(2
7

.0
)

(▲
 4

.3
)

(3
5

.3
)

(6
.6

)
(6

.7
)

2
0

,4
6

9
6

6
,4

8
2

1
2

9
,7

3
4

2
0

3
,4

3
6

2
,9

5
9

4
,4

4
5

1
0

,1
7

5
4

9
,0

2
2

6
4

,5
5

3
1

3
2

,7
4

9
3

,1
9

3
4

,3
6

5

１
１

月
(▲

 1
3

.8
)

(1
7

.7
)

(▲
 1

0
.8

)
(1

8
.6

)
(▲

 1
.9

)
(1

.4
)

(▲
 1

3
.3

)
(4

2
.3

)
(▲

 6
.8

)
(3

6
.9

)
(7

.4
)

(1
0

.6
)

1
7

,9
6

7
6

8
,8

6
5

1
2

3
,1

8
0

2
0

3
,8

0
0

2
,8

6
8

4
,2

6
2

8
,4

1
9

4
2

,4
8

7
6

0
,7

2
3

1
3

3
,5

9
9

3
,0

3
8

4
,0

8
9

１
２

月
(▲

 1
1

.2
)

(1
3

.0
)

(▲
 1

2
.7

)
(1

5
.9

)
(▲

 2
.4

)
(▲

 2
.9

)
(▲

 7
.2

)
(2

3
.5

)
(▲

 8
.6

)
(3

2
.5

)
(▲

 0
.1

)
(2

.2
)

令
和

５
年

2
4

,8
3

0
7

3
,8

0
2

1
2

5
,2

1
4

2
0

5
,8

9
3

2
,6

2
6

3
,8

6
8

1
1

,4
2

2
4

9
,6

5
7

5
9

,5
7

5
1

3
5

,1
9

0
2

,5
9

6
3

,4
7

2

１
月

(▲
 8

.4
)

(1
8

.2
)

(▲
 1

2
.5

)
(1

5
.8

)
(▲

 6
.7

)
(▲

 4
.5

)
(▲

 4
.9

)
(2

1
.0

)
(▲

 8
.9

)
(2

8
.9

)
(▲

 0
.8

)
(2

.3
)

2
2

,3
5

5
6

8
,5

0
0

1
2

6
,9

7
1

2
0

7
,8

3
0

3
,0

7
4

4
,6

3
2

1
1

,1
1

1
5

1
,3

5
5

6
0

,5
4

6
1

3
9

,7
3

6
3

,0
1

7
4

,0
5

2

２
月

(▲
 2

.5
)

(1
9

.2
)

(▲
 1

0
.0

)
(1

7
.5

)
(1

.8
)

(1
.4

)
(▲

 2
.3

)
(4

6
.0

)
(▲

 7
.2

)
(3

1
.9

)
(4

.5
)

(4
.8

)

2
4

,3
8

5
7

0
,6

5
4

1
3

1
,5

5
8

2
0

8
,9

0
7

3
,4

6
5

5
,6

3
6

1
1

,7
1

9
5

1
,2

3
9

6
3

,1
4

7
1

4
7

,2
4

3
3

,6
0

6
4

,9
9

3

３
月

(▲
 8

.7
)

(5
.0

)
(▲

 8
.5

)
(1

3
.9

)
(6

.5
)

(4
.4

)
(▲

 1
2

.2
)

(2
8

.2
)

(▲
 7

.4
)

(3
2

.3
)

(1
0

.2
)

(1
1

.2
)

2
7

,8
6

9
6

9
,8

5
6

1
3

5
,3

2
6

2
0

4
,4

0
6

3
,5

8
1

5
,1

1
8

1
5

,7
2

7
4

8
,1

4
8

6
7

,8
2

1
1

4
3

,7
6

6
3

,7
0

0
4

,9
2

1

４
月

(▲
 7

.4
)

(1
2

.7
)

(▲
 7

.7
)

(1
2

.1
)

(▲
 1

.8
)

(▲
 1

.7
)

(▲
 8

.2
)

(1
9

.6
)

(▲
 7

.6
)

(3
1

.1
)

(5
.4

)
(6

.1
)

2
3

,8
0

6
6

8
,3

3
6

1
3

6
,2

9
4

2
0

4
,2

0
1

3
,3

0
8

4
,8

4
3

1
3

,3
7

7
4

6
,7

5
6

6
9

,8
5

9
1

3
8

,0
7

1
3

,5
5

9
4

,8
2

7

５
月

(▲
 4

.9
)

(1
4

.9
)

(▲
 6

.1
)

(1
1

.0
)

(0
.8

)
(3

.9
)

(▲
 4

.4
)

(2
0

.5
)

(▲
 6

.8
)

(2
2

.4
)

(2
.9

)
(4

.7
)

2
2

,6
8

5
7

3
,4

9
5

1
3

5
,2

5
2

2
0

6
,5

0
8

3
,4

0
6

5
,0

7
2

1
1

,2
1

5
5

0
,8

9
0

6
9

,9
5

9
1

3
9

,9
3

3
3

,6
0

3
4

,9
6

2

６
月

(▲
 6

.5
)

(1
1

.9
)

(▲
 5

.2
)

(1
2

.1
)

(▲
 1

.1
)

(0
.6

)
(▲

 8
.5

)
(2

5
.0

)
(▲

 5
.3

)
(2

1
.2

)
(0

.2
)

(4
.4

)

2
2

,1
7

7
6

9
,9

8
5

1
3

4
,1

2
4

2
0

7
,6

9
6

3
,1

5
0

4
,5

2
9

1
0

,1
9

2
4

9
,1

8
3

6
6

,8
5

4
1

4
0

,9
6

6
3

,0
5

0
4

,3
0

2

７
月

(▲
 1

.0
)

(1
.8

)
(▲

 3
.0

)
(9

.6
)

(2
.8

)
(2

.6
)

(▲
 1

.8
)

(1
7

.3
)

(▲
 2

.9
)

(2
1

.7
)

(▲
 2

.7
)

(2
.3

)

2
1

,9
9

1
6

8
,8

4
2

1
3

3
,9

8
4

2
0

7
,9

1
5

3
,0

4
0

4
,4

7
0

1
0

,1
0

2
5

4
,0

6
6

6
4

,6
5

8
1

4
8

,1
2

7
2

,9
1

3
4

,0
1

2

８
月

(▲
 4

.8
)

(9
.8

)
(▲

 2
.1

)
(7

.9
)

(1
.8

)
(3

.1
)

(▲
 7

.6
)

(2
9

.6
)

(▲
 2

.7
)

(2
4

.5
)

(▲
 1

.4
)

(3
.5

)

（
注

）
　

１
．

下
段

の
（

　
　

）
は

前
年

比
。

　
　

　
　

２
．

一
般

及
び

パ
ー

ト
に

つ
い

て
年

度
計

の
値

は
平

均
値

で
あ

る
。

職
業

紹
介

取
扱

状
況

（
一

般
・

パ
ー

ト
）

一
般

パ
ー

ト
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○産業別新規求人の状況〔詳細はP.７及び P.８ 参照〕

人 増

人 増

人 増

人 増

人 増

人 増

人 増

人 増

人 増

○職業別の常用有効求人倍率の状況〔詳細は P.９ 参照〕

【一般常用】

12.47 倍 0.13 倍

8.17 倍 0.37 倍

7.21 倍 0.38 倍

7.09 倍 0.53 倍

6.57 倍 0.79 倍

＊有効求人倍率は倍率の高い職業、低い職業ともに５職業を掲載。なお、その他に分類される職業は除く。

【パート常用】

17.86 倍 0.14 倍

9.74 倍 0.16 倍

8.07 倍 0.25 倍

6.31 倍 0.34 倍

4.69 倍 0.35 倍

＊有効求人倍率は倍率の高い職業、低い職業ともに５職業を掲載。なお、その他に分類される職業は除く。

飲食物調理従事者 情報処理・通信技術者

製品検査従事者 事務用機器操作員

保安職業従事者 製造技術者（開発）

介護サービス職業従事者 美術家、デザイナー、写真家、映像撮影者

接客・給仕職業従事者 管理的職業従事者

求人倍率

建設・土木作業従事者 一般事務従事者

介護サービス職業従事者 事務用機器操作員

建築・土木・測量技術者 会計事務従事者

機械整備・修理、検査従事者 農林漁業従事者

有効求人倍率の高い職業 求人倍率 有効求人倍率の低い職業

有効求人倍率の高い職業 求人倍率 有効求人倍率の低い職業 求人倍率

保安職業従事者 美術家、デザイナー、写真家、映像撮影者

医療，福祉 ２７，４１３ １３．９

サービス業 １９，０３０ ６．６

宿泊業，飲食サービス業 ２３，７６９ ５２．９

生活関連サービス業，娯楽業 ３，９１２ ２１．５

運輸業，郵便業 ４，２５４ １１．６

卸売業，小売業 １１，５００ ９．３

製造業 ４，４１７ ５．６

情報通信業 ８，０４４ １４．５

建設業 ６，４７８ ９．３

【産業別新規求人数（全数）及び職業別有効求人倍率（常用）の概要】
令和５年８月

主要産業 新規求人数 前年同月比（％）
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【東京労働局職業安定部】

令和２年度 83,530 5,759 2,995 6,099 3,651 8,421 8,929 1,914 19,513 14,558

令和３年度 90,436 6,150 3,819 7,020 3,803 9,044 9,793 2,132 20,637 15,638

令和４年度 121,836 7,675 4,834 8,438 5,026 11,974 20,078 2,978 25,040 19,889

令和４年８月 104,416 5,925 4,181 7,026 3,813 10,517 15,550 3,219 24,066 17,849

９月 110,375 7,685 4,898 8,287 4,554 11,205 14,741 2,600 22,905 18,280

１０月 119,573 7,222 4,594 8,378 5,374 12,090 21,759 2,242 22,948 20,345

１１月 115,504 6,172 4,375 7,002 4,351 11,338 21,791 3,217 24,531 18,044

１２月 111,352 6,924 4,223 8,272 4,127 9,928 14,514 3,372 23,703 18,350

令和５年１月 123,459 7,405 5,213 7,845 5,395 12,166 23,300 2,329 23,760 19,360

２月 119,855 7,192 4,376 7,534 4,342 11,356 22,784 3,172 24,758 18,839

３月 121,893 7,114 4,368 8,319 4,491 11,576 19,796 3,660 24,202 20,881

４月 118,004 7,676 4,642 8,314 5,706 11,668 22,079 2,448 22,404 18,617

５月 115,092 7,113 4,175 7,321 4,156 12,103 18,069 3,328 25,533 19,177

６月 124,385 6,896 4,538 8,232 4,531 11,867 20,131 3,228 26,004 21,207

７月 119,168 7,269 3,932 8,237 5,310 11,538 23,170 2,590 23,627 19,876

８月 122,908 6,478 4,417 8,044 4,254 11,500 23,769 3,912 27,413 19,030

令和２年度 ▲ 29.9 ▲ 3.8 ▲ 29.9 ▲ 28.1 ▲ 27.4 ▲ 39.8 ▲ 52.5 ▲ 53.9 ▲ 17.1 ▲ 24.6

令和３年度 8.3 6.8 27.5 15.1 4.2 7.4 9.7 11.4 5.8 7.4

令和４年度 34.7 24.8 26.6 20.2 32.2 32.4 105.0 39.7 21.3 27.2

令和４年８月 33.5 17.9 26.5 16.1 11.2 31.7 194.3 53.9 23.6 17.6

９月 22.6 11.8 29.6 14.3 25.7 35.8 72.9 57.2 9.4 9.8

１０月 20.6 10.3 3.7 15.1 7.7 19.9 72.8 ▲ 2.4 5.1 23.9

１１月 27.0 9.1 20.2 11.1 35.4 23.8 75.0 26.8 19.9 20.1

１２月 16.8 10.9 8.9 13.9 14.9 7.1 29.6 106.1 3.3 20.2

令和５年１月 19.3 16.4 14.7 ▲ 16.1 23.7 27.3 75.7 5.2 10.4 15.1

２月 29.4 19.0 12.3 3.2 16.8 14.4 124.9 32.6 27.1 17.3

３月 13.7 4.9 4.4 1.2 8.0 4.5 25.4 59.9 12.0 12.5

４月 15.4 ▲ 3.6 9.2 10.4 19.1 14.2 40.4 15.6 6.9 12.3

５月 17.1 15.5 ▲ 0.1 11.5 4.6 19.1 28.8 41.8 8.5 23.2

６月 16.9 ▲ 1.7 ▲ 2.5 ▲ 2.1 1.2 8.2 40.6 30.3 20.2 21.6

７月 7.7 ▲ 5.0 ▲ 2.8 6.0 7.9 9.9 12.7 2.3 12.1 7.4

８月 17.7 9.3 5.6 14.5 11.6 9.3 52.9 21.5 13.9 6.6

※２　年度の数値は、平均数値である。

※３　平成２６年４月より日本標準産業分類（第１３回改訂）を適用している。

産　業　別　新　規　求　人　の　推　移　
令和５年８月

産業計 建設業 製造業 情報通信業
運輸業，
郵便業

卸売業，
小売業

宿泊業，飲食
サービス業

生活関連
サ-ビス業，

娯楽業
医療，福祉

サービス業
（他に分類されない

もの）

　〔原　数　値〕　（人）

※１　新規学卒者を除きパートタイムを含んだ数値である。
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令和５年８月分 　　　【東京労働局職業安定部】

求人数 求職者数 求人倍率 求人数 求職者数 求人倍率 求人数 求職者数 求人倍率

Ａ　管理的職業従事者 1,132 1,252 0.90 1,103 1,136 0.97 29 116 0.25

Ｂ　専門的・技術的職業従事者 72,691 35,120 2.07 58,230 26,787 2.17 14,461 8,333 1.74

　製造技術者（開発） 1,935 892 2.17 1,918 772 2.48 17 120 0.14

　製造技術者（開発を除く） 1,860 1,199 1.55 1,659 959 1.73 201 240 0.84

　建築・土木・測量技術者 8,555 1,353 6.32 8,256 1,164 7.09 299 189 1.58

　情報処理・通信技術者 19,932 6,828 2.92 19,734 6,241 3.16 198 587 0.34

　医師、歯科医師、獣医師、薬剤師 950 644 1.48 683 287 2.38 267 357 0.75

　保健師、助産師、看護師 9,355 4,231 2.21 5,697 2,540 2.24 3,658 1,691 2.16

　医療技術者 2,894 1,070 2.70 2,022 712 2.84 872 358 2.44

　その他の保健医療従事者 4,416 1,377 3.21 3,688 1,032 3.57 728 345 2.11

　社会福祉専門職業従事者 15,910 4,084 3.90 10,874 2,524 4.31 5,036 1,560 3.23

　美術家、デザイナー、写真家、映像撮影者 763 5,601 0.14 631 4,769 0.13 132 832 0.16

　その他の専門的職業 5,483 7,550 0.73 2,512 5,553 0.45 2,971 1,997 1.49

Ｃ　事務従事者 30,823 67,371 0.46 21,438 47,267 0.45 9,385 20,104 0.47

　一般事務従事者 21,275 55,454 0.38 14,304 38,171 0.37 6,971 17,283 0.40

　会計事務従事者 3,104 5,329 0.58 2,202 4,133 0.53 902 1,196 0.75

　生産関連事務従事者 1,415 929 1.52 1,147 706 1.62 268 223 1.20

　営業・販売事務従事者 3,727 3,793 0.98 3,015 3,146 0.96 712 647 1.10

　事務用機器操作員 601 1,630 0.37 358 934 0.38 243 696 0.35

Ｄ　販売従事者 32,271 11,630 2.77 26,162 8,998 2.91 6,109 2,632 2.32

　商品販売従事者 15,634 5,233 2.99 10,001 3,015 3.32 5,633 2,218 2.54

　販売類似職業従事者 1,200 346 3.47 1,001 260 3.85 199 86 2.31

　営業職業従事者 15,437 6,051 2.55 15,160 5,723 2.65 277 328 0.84

Ｅ　サービス職業従事者 87,146 16,121 5.41 44,586 9,308 4.79 42,560 6,813 6.25

　介護サービス職業従事者 29,624 3,583 8.27 15,069 2,089 7.21 14,555 1,494 9.74

　保健医療サービス職業従事者 1,702 669 2.54 1,009 388 2.60 693 281 2.47

　生活衛生サービス職業従事者 5,397 1,134 4.76 4,074 809 5.04 1,323 325 4.07

　飲食物調理従事者 25,299 4,363 5.80 13,568 2,505 5.42 11,731 1,858 6.31

　接客・給仕職業従事者 16,104 2,578 6.25 7,682 1,535 5.00 8,422 1,043 8.07

　居住施設・ビル等管理人 3,916 1,489 2.63 1,106 756 1.46 2,810 733 3.83

　その他のサービス職業従事者 4,827 2,214 2.18 2,028 1,191 1.70 2,799 1,023 2.74

Ｆ　保安職業従事者 17,066 1,200 14.22 10,099 810 12.47 6,967 390 17.86

Ｇ　農林漁業従事者 598 627 0.95 335 424 0.79 263 203 1.30

Ｈ　生産工程従事者 11,031 5,688 1.94 8,880 4,491 1.98 2,151 1,197 1.80

　製品製造・加工処理従事者（金属製品） 1,420 578 2.46 1,189 505 2.35 231 73 3.16

　製品製造・加工処理従事者（金属製品を除く） 2,959 2,204 1.34 1,726 1,622 1.06 1,233 582 2.12

　機械組立従事者 896 634 1.41 725 504 1.44 171 130 1.32

　機械整備・修理、検査従事者 3,432 587 5.85 3,233 492 6.57 199 95 2.09

　製品検査従事者 412 139 2.96 248 104 2.38 164 35 4.69

　生産関連・生産類似作業従事者 1,493 1,302 1.15 1,381 1,062 1.30 112 240 0.47

Ｉ　輸送・機械運転従事者 13,755 3,873 3.55 10,689 3,023 3.54 3,066 850 3.61

　自動車運転従事者 10,608 2,716 3.91 7,829 2,062 3.80 2,779 654 4.25

　定置・建設機械運転従事者 2,751 798 3.45 2,520 674 3.74 231 124 1.86

Ｊ　建設・採掘従事者 8,827 1,311 6.73 8,623 1,181 7.30 204 130 1.57

　建設・土木作業従事者 7,169 956 7.50 7,014 859 8.17 155 97 1.60

　電気工事従事者 1,648 351 4.70 1,599 318 5.03 49 33 1.48

Ｋ　運搬・清掃・包装等従事者 24,525 16,516 1.48 8,013 7,551 1.06 16,512 8,965 1.84

　運搬従事者 5,726 3,109 1.84 3,367 2,187 1.54 2,359 922 2.56

　清掃従事者 14,247 5,179 2.75 3,231 1,798 1.80 11,016 3,381 3.26

　その他の運搬・清掃・包装等従事者 4,160 7,882 0.53 1,296 3,456 0.38 2,864 4,426 0.65

職 業 計 299,865 197,776 1.52 198,158 133,682 1.48 101,707 64,094 1.59

 *令和５年４月から「平成21年12月改定の「日本標準職業分類」に基づく区分」にて集計している。

主な職業別常用有効求人求職状況

計 一般常用 パート常用
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　　　【東京労働局職業安定部】

令和5年
8月

令和4年
8月

前年同月
比
令和5年

8月
令和4年

8月
前年同月
比

令和5年
8月

令和4年
8月

前年同月
比

Ａ　管理的職業従事者 294 281 4.6 286 273 4.8 8 8 0.0

Ｂ　専門的・技術的職業従事者 24,363 20,778 17.3 19,251 16,648 15.6 5,112 4,130 23.8

　製造技術者（開発） 549 491 11.8 536 480 11.7 13 11 18.2

　製造技術者（開発を除く） 697 480 45.2 665 451 47.5 32 29 10.3

　建築・土木・測量技術者 2,755 2,483 11.0 2,694 2,430 10.9 61 53 15.1

　情報処理・通信技術者 6,696 5,501 21.7 6,648 5,485 21.2 48 16 200.0

　医師、歯科医師、獣医師、薬剤師 386 307 25.7 277 231 19.9 109 76 43.4

　保健師、助産師、看護師 3,033 3,323 ▲ 8.7 1,837 1,961 ▲ 6.3 1,196 1,362 ▲ 12.2

　医療技術者 935 1,020 ▲ 8.3 636 673 ▲ 5.5 299 347 ▲ 13.8

　その他の保健医療従事者 1,718 1,241 38.4 1,408 1,084 29.9 310 157 97.5

　社会福祉専門職業従事者 5,305 4,343 22.2 3,399 2,916 16.6 1,906 1,427 33.6

　美術家、デザイナー、写真家、映像撮影者 269 244 10.2 226 217 4.1 43 27 59.3

　その他の専門的職業 1,838 1,166 57.6 760 547 38.9 1,078 619 74.2

Ｃ　事務従事者 11,086 10,145 9.3 7,671 6,953 10.3 3,415 3,192 7.0

　一般事務従事者 7,871 6,895 14.2 5,245 4,477 17.2 2,626 2,418 8.6

　会計事務従事者 1,082 1,066 1.5 778 791 ▲ 1.6 304 275 10.5

　生産関連事務従事者 425 435 ▲ 2.3 336 342 ▲ 1.8 89 93 ▲ 4.3

　営業・販売事務従事者 1,293 1,414 ▲ 8.6 1,050 1,134 ▲ 7.4 243 280 ▲ 13.2

　事務用機器操作員 196 176 11.4 122 96 27.1 74 80 ▲ 7.5

Ｄ　販売従事者 10,413 9,608 8.4 8,722 7,996 9.1 1,691 1,612 4.9

　商品販売従事者 5,188 4,899 5.9 3,641 3,446 5.7 1,547 1,453 6.5

　販売類似職業従事者 382 429 ▲ 11.0 313 356 ▲ 12.1 69 73 ▲ 5.5

　営業職業従事者 4,843 4,280 13.2 4,768 4,194 13.7 75 86 ▲ 12.8

Ｅ　サービス職業従事者 29,013 26,138 11.0 14,876 14,045 5.9 14,137 12,093 16.9

　介護サービス職業従事者 11,532 9,900 16.5 5,840 5,085 14.8 5,692 4,815 18.2

　保健医療サービス職業従事者 557 626 ▲ 11.0 336 362 ▲ 7.2 221 264 ▲ 16.3

　生活衛生サービス職業従事者 2,030 1,856 9.4 1,576 1,516 4.0 454 340 33.5

　飲食物調理従事者 7,189 5,852 22.8 3,607 3,062 17.8 3,582 2,790 28.4

　接客・給仕職業従事者 4,330 4,990 ▲ 13.2 2,357 2,994 ▲ 21.3 1,973 1,996 ▲ 1.2

　居住施設・ビル等管理人 1,525 1,331 14.6 375 415 ▲ 9.6 1,150 916 25.5

　その他のサービス職業従事者 1,704 1,483 14.9 758 582 30.2 946 901 5.0

Ｆ　保安職業従事者 4,816 5,272 ▲ 8.6 3,027 3,287 ▲ 7.9 1,789 1,985 ▲ 9.9

Ｇ　農林漁業従事者 210 150 40.0 113 90 25.6 97 60 61.7

Ｈ　生産工程従事者 3,924 3,332 17.8 3,163 2,598 21.7 761 734 3.7

　製品製造・加工処理従事者（金属製品） 426 447 ▲ 4.7 387 409 ▲ 5.4 39 38 2.6

　製品製造・加工処理従事者（金属製品を除く） 1,089 1,054 3.3 592 635 ▲ 6.8 497 419 18.6

　機械組立従事者 293 358 ▲ 18.2 246 269 ▲ 8.6 47 89 ▲ 47.2

　機械整備・修理、検査従事者 1,102 875 25.9 1,019 800 27.4 83 75 10.7

　製品検査従事者 200 154 29.9 144 87 65.5 56 67 ▲ 16.4

　生産関連・生産類似作業従事者 635 337 88.4 604 299 102.0 31 38 ▲ 18.4

Ｉ　輸送・機械運転従事者 4,201 3,904 7.6 3,241 3,075 5.4 960 829 15.8

　自動車運転従事者 3,143 2,876 9.3 2,291 2,124 7.9 852 752 13.3

　定置・建設機械運転従事者 925 947 ▲ 2.3 834 890 ▲ 6.3 91 57 59.6

Ｊ　建設・採掘従事者 2,897 2,564 13.0 2,840 2,503 13.5 57 61 ▲ 6.6

　建設・土木作業従事者 2,375 2,118 12.1 2,332 2,073 12.5 43 45 ▲ 4.4

　電気工事従事者 518 442 17.2 504 427 18.0 14 15 ▲ 6.7

Ｋ　運搬・清掃・包装等従事者 8,552 7,047 21.4 2,372 2,023 17.3 6,180 5,024 23.0

　運搬従事者 2,147 1,428 50.4 1,099 953 15.3 1,048 475 120.6

　清掃従事者 4,959 4,268 16.2 799 680 17.5 4,160 3,588 15.9

　その他の運搬・清掃・包装等従事者 1,350 1,242 8.7 464 364 27.5 886 878 0.9

職 業 計 99,769 89,219 11.8 65,562 59,491 10.2 34,207 29,728 15.1

 *令和５年４月から「平成21年12月改定の「日本標準職業分類」に基づく区分」にて集計している。

主な職業別常用新規求人状況

計 一般常用 パート常用
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性別・年齢別常用新規求職者の状況

新規求職者 令和５年８月 令和５年７月 令和４年８月 前年同月比（％）
常用計 31,946 32,217 33,847 ▲ 5.6

２９歳以下 6,277 5,889 6,537 ▲ 4.0
３０～３９歳 5,785 5,692 6,014 ▲ 3.8
４０～４９歳 5,566 5,721 6,319 ▲ 11.9
５０～５９歳 6,634 6,887 7,056 ▲ 6.0
６０歳以上 7,684 8,028 7,921 ▲ 3.0

うち６５歳以上 4,494 4,705 4,822 ▲ 6.8
男 15,039 15,204 15,865 ▲ 5.2

２９歳以下 2,747 2,548 2,844 ▲ 3.4
３０～３９歳 2,314 2,330 2,464 ▲ 6.1
４０～４９歳 2,189 2,304 2,500 ▲ 12.4
５０～５９歳 2,991 3,047 3,174 ▲ 5.8
６０歳以上 4,798 4,975 4,883 ▲ 1.7

うち６５歳以上 2,952 3,091 3,162 ▲ 6.6
女 16,824 16,860 17,762 ▲ 5.3

２９歳以下 3,514 3,299 3,653 ▲ 3.8
３０～３９歳 3,458 3,340 3,516 ▲ 1.6
４０～４９歳 3,358 3,391 3,778 ▲ 11.1
５０～５９歳 3,622 3,806 3,843 ▲ 5.8
６０歳以上 2,872 3,024 2,972 ▲ 3.4

うち６５歳以上 1,537 1,599 1,615 ▲ 4.8
一般常用 21,938 22,116 23,018 ▲ 4.7

２９歳以下 5,415 5,097 5,597 ▲ 3.3
３０～３９歳 4,415 4,423 4,531 ▲ 2.6
４０～４９歳 4,118 4,271 4,557 ▲ 9.6
５０～５９歳 4,686 4,932 4,965 ▲ 5.6
６０歳以上 3,304 3,393 3,368 ▲ 1.9

うち６５歳以上 1,414 1,464 1,529 ▲ 7.5
男 11,665 11,655 12,230 ▲ 4.6

２９歳以下 2,491 2,314 2,556 ▲ 2.5
３０～３９歳 2,111 2,119 2,198 ▲ 4.0
４０～４９歳 1,990 2,092 2,241 ▲ 11.2
５０～５９歳 2,600 2,631 2,694 ▲ 3.5
６０歳以上 2,473 2,499 2,541 ▲ 2.7

うち６５歳以上 1,147 1,173 1,264 ▲ 9.3
女 10,212 10,349 10,647 ▲ 4.1

２９歳以下 2,910 2,749 3,007 ▲ 3.2
３０～３９歳 2,294 2,286 2,309 ▲ 0.6
４０～４９歳 2,114 2,157 2,285 ▲ 7.5
５０～５９歳 2,069 2,278 2,241 ▲ 7.7
６０歳以上 825 879 805 2.5

うち６５歳以上 265 287 254 4.3
パート常用 10,008 10,101 10,829 ▲ 7.6

２９歳以下 862 792 940 ▲ 8.3
３０～３９歳 1,370 1,269 1,483 ▲ 7.6
４０～４９歳 1,448 1,450 1,762 ▲ 17.8
５０～５９歳 1,948 1,955 2,091 ▲ 6.8
６０歳以上 4,380 4,635 4,553 ▲ 3.8

うち６５歳以上 3,080 3,241 3,293 ▲ 6.5
男 3,374 3,549 3,635 ▲ 7.2

２９歳以下 256 234 288 ▲ 11.1
３０～３９歳 203 211 266 ▲ 23.7
４０～４９歳 199 212 259 ▲ 23.2
５０～５９歳 391 416 480 ▲ 18.5
６０歳以上 2,325 2,476 2,342 ▲ 0.7

うち６５歳以上 1,805 1,918 1,898 ▲ 4.9
女 6,612 6,511 7,115 ▲ 7.1

２９歳以下 604 550 646 ▲ 6.5
３０～３９歳 1,164 1,054 1,207 ▲ 3.6
４０～４９歳 1,244 1,234 1,493 ▲ 16.7
５０～５９歳 1,553 1,528 1,602 ▲ 3.1
６０歳以上 2,047 2,145 2,167 ▲ 5.5

うち６５歳以上 1,272 1,312 1,361 ▲ 6.5
※男女の欄以外は求職申込時に性別登録がなかった者を含むため、男女計と一致しない。
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規
求
職
者
（
常
用
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の
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、
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ー
ト
タ
イ
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を
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た
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値
で
あ
る
。
下
段
の
数
値
は
対
前
年
比
、
対
前
年
同
月
比
で
％
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令
和
５
年
８
月

就
 業

 ・
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 就
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 の
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２
年
度
計

３
年
度
計

４
年
度
計

前
 職

 雇
 用

 者

定
　
　
年

事
業
主
都
合

自
己
都
合

不
　
　
明

前
職
自
営
、
そ
の
他

新
　
規
　
求
　
職
　
者
　
数

保
 険

 受
 給

 者

在
　
職
　
者

雇
　
用
　
者

そ
　
の
　
他

離
　
職
　
者

無
　
業
　
者

家
事
、
育
児
等
従
事
者

そ
の
他

都
　
管
　
内
　
外
　
関
　
係

２
年
度
計

都
外
か
ら
の
求
職
者

新
　
規
　
求
　
職
　
者
　
数

都
内
の
求
職
者

管
内
の
求
職
者

管
外
か
ら
の
求
職
者

３
年
度
計

４
年
度
計
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求
職
者
数
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な
お
、
正
社
員
有
効
求
人
数
に
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請
負
求
人
が
含
ま
れ
て
お
り
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常
用
の
有
効
求
職
者
に
は
フ
ル
タ
イ
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の
請
負
労
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者
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派
遣
労
働
者
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び
契
約
社
員
（
雇
用
期
間
４
ヶ
月
以
上
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を
希
望
す
る
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も
含
ま
れ
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た
め
、
厳
密
な
意
味
で
の
正
社
員
有
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求
人
倍
率
と
は
異
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る
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で
あ
る
。
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。
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．
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求
人
数
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求
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数
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び
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職
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で
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る
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２
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２
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５
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東京都最低賃金は 10月 1日から 

時間額 1,113円になります 
 

 

１ 東京労働局長（局長 辻田 博）が、時間額 1,113円に改正決定した東京都最低賃

金（地域別最低賃金）は、令和５年 10月１日から効力が発生します。 

  都内で事業を営む使用者が、効力発生後の労働に対し、東京都最低賃金である時間

額 1,113円以上の賃金を支払わないことは、最低賃金法違反となります。 

 

２ 厚生労働省では、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も

低い賃金（事業場内最低賃金）の引上げを図るため、業務改善助成金を設けていま

す。 

業務改善助成金は、令和５年８月 31日の改正により、①対象事業場の拡大（事業

場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が 30円以内から 50円以内に拡大）、②賃金引

上げ後の申請が可能（事業場規模 50人未満のみ）等が変更となり、制度が拡充され

ました。 

 

３ 東京労働局では、令和５年９月及び 10月を「東京労働局 最低賃金・業務改善助 

成金周知強化期間～応援します！ TOKYO 1113 さいちんキャンペーン～」と位置

づけ、最低賃金の改正について周知を徹底するとともに、生産性の向上等により事業

場内最低賃金を引き上げやすい環境を整備するため、業務改善助成金の利用促進に

ついて集中的取組を推進しています（別添１参照）。 

今後、引き続き改正後の東京都最低賃金額の周知徹底に取り組むとともに、都内各

労働基準監督署において監督指導を実施すること等により、履行確保を図ることと

しています。 

 

  

担 
 

当 

東京労働局労働基準部賃金課 

課     長 田村  滋康 

主任賃金指導官 中西 貴子 

賃 金 指 導 官 高柳 理恵  

電         話 03-3512-1614 

 

厚  生  労  働  省 

東 京 労 働 局 発 表 

令 和 ５年 ９月 2 9 日 

Press Release 



 

〔 参 考 〕 

１ 最低賃金について 

（１）適用 

東京都最低賃金は、東京都内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に 

  適用されるもので、常用・臨時・パートタイマー・アルバイト等の属性、性、 

国籍及び年齢の区別なく適用されます。 

派遣中の労働者については、派遣先の事業場に適用される最低賃金が適用され

ます。 

（２）金額 

    次の金額は、最低賃金に算入されません。 

① 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 

② 臨時に支払われる賃金（結婚手当など） 

③ １月を超える期間ごとに支払われる賃金（賞与など） 

④ 時間外労働、休日労働及び深夜労働の手当 

 

２ 過去１０年間の改正状況 

 平成 25年 平成 26年 平成 27年 平成 28年 平成 29年 

引上げ額 １９円 １９円 １９円 ２５円 ２６円 

引上げ率 ２．２４％ ２．１９％ ２．１４％ ２．７６％ ２．７９％ 

時 間 額 ８６９円 ８８８円 ９０７円 ９３２円 ９５８円 

 

 平成 30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 

引上げ額 ２７円 ２８円 ０円 ２８円 ３１円 

引上げ率 ２．８２％ ２．８４％ ０．００％ ２．７６％ ２．９８％ 

時 間 額 ９８５円 １，０１３円 １，０１３円 １，０４１円 １，０７２円 

 

３ 関係法令 

〇最低賃金法第４条第１項 

    使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の 

   賃金を支払わなければならない。 

〇最低賃金法第 40条 

    第４条第１項の規定に違反した者（地域別最低賃金及び船員に適用される 

   特定最低賃金に係るものに限る。）は、50万円以下の罰金に処する。 

 

４ 厚生労働省では、最低賃金及び賃金の引上げに向けた環境整備を図るため、以下

の最低賃金及び賃金の引上げに向けた生産性向上等のための支援を実施しています。 

①  業務改善助成金（別添２、別添３リーフレット参照） 

   事業場内の最低賃金を一定額以上引き上げた中小企業・小規模事業者に、

生産性向上のための設備・機器等の導入経費（業務改善経費）の一部を助成

するもの。 

 



 

令和５年８月 31 日の改正により、①対象事業場の拡大（事業場内最低賃金と

地域別最低賃金の差額が 30 円以内から 50 円以内に拡大）、②賃金引上げ後の申

請が可能（事業場規模 50人未満のみ）等が変更となり、制度が拡充されました。 

 

※ 業務改善助成金に関するお問い合わせは、業務改善助成金コールセンター（電

話 0120-366-440）、東京労働局雇用環境・均等部企画課（助成金担当；電話 03-

6893-1100）又は、東京働き方改革推進支援センター（電話 0120‐232‐865）に

お尋ねください。 

 

②  「東京働き方改革推進支援センター」（別添４リーフレット参照） 

東京労働局委託事業として、令和５年４月より「東京働き方改革推進支援センタ

ー」（電話 0120‐232‐865）を開設し、最低賃金の引上げで影響を受ける中小企業・

小規模事業者等を中心に、生産性向上による賃金引上げ、非正規労働者の処遇改善、

労働時間の短縮、人手不足の緩和等の取組を支援するため、専門家による相談対応

（電話・メール・対面・訪問）や出張相談会・セミナー等を実施しています。 

 
 

 



○最低賃金に関するお問い合わせは
　東京労働局賃金課最低賃金係（☎03-3512-1614）
　または 最寄りの労働基準監督署へ

みんなチェック
！

最低賃金。 OKYO 1113

円
時間額

～東京で働く全ての労働者に東京都最低賃金が適用されます～

業務改善助成金
事業場内の最低賃金を一定額以上引き上げ、生産性向上
のための設備投資などを行う場合は、拡充された業務改
善助成金をご活用ください。
詳しくは、
業務改善助成金コールセンター ☎ 0120-366-440
東京働き方改革推進支援センター ☎ 0120-232-865

令 和 5 年１０月１日から

東京都最低賃金のお知らせ

41円

拡充された

satouru
フリーテキスト


satouru
直線
ここにメモを書いてください。

satouru
Image
ここにメモを書いてください。

satouru
四角
ここにメモを書いてください。

satouru
Image
ここにメモを書いてください。



OKYO 1113

円
時間額

○最低賃金に関するお問い合わせは
　東京労働局賃金課最低賃金係（☎03-3512-1614 * ）
　または 最寄りの労働基準監督署へ

* 車内の携帯電話のご利用マナーにご協力下さい。

～東京で働く全ての労働者に東京都最低賃金が適用されます～
生産性向上・賃金引上げを支援する
拡充された「業務改善助成金」を
活用しましょう

雇う上でも、働く上でも、最低限のルール。
使用者も、労働者も、必ず確認。最低賃金。

令 和 5 年１０月１日から 41円
拡充された業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃金）を一定額引き上げ、生産性向上
に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。詳しくは、
　　業務改善助成金コールセンター　　 ☎ 0120-366-440 * 
　　東京働き方改革推進支援センター　 ☎ 0120-232-865 * までお尋ねください。　

みんなチェック
！

最低賃金。

東京都最低賃金のお知らせ



 別添 １  

 

令和５年度東京労働局 最低賃金・業務改善助成金周知強化期間実施要綱 

～応援します！ ＴＯＫＹＯ１１１３ さいちんキャンペーン～ 

 

１ 目的 

東京都最低賃金は、東京地方最低賃金審議会に対する諮問及び答申を経て、令和

５年 10月 1日から 1時間 1,113円に改正されることが決定した。 

今回の改正は、改正前に比較して 41 円（引上げ率 3.82％）の引上げとなり、中

小企業・小規模事業者（以下「中小企業等」という。）の負担が大きくなるとの指摘

がある中、今回の改正に至る審議において、労使双方から、中小企業等に対する支

援を一層強化すること及び周知を徹底することが強く求められている。 

    東京労働局では、東京都内の事業場に対し、すべての労働者の賃金の最低限を保

障するセーフティネットとしての最低賃金の改正について周知を徹底するととも

に、中小企業等に対する支援策として、生産性の向上等により事業場内最低賃金を

引き上げやすい環境を整備するための業務改善助成金の利用促進に向けた周知に

ついて、集中的な取組を行うこととする。 

 

２ 取組期間 

令和５年９月１日～10月 31日  

 

３ 東京労働局・労働基準監督署・公共職業安定所の取組項目 

（１）関係団体を通じた周知 

ア 主な団体及び業界団体を東京労働局幹部が訪問し、最低賃金の周知及び業

務改善助成金の利用促進に関する要請を実施。【局】 

イ 東京都全域又は多摩地区全域を統括する業界団体、東京都労働保険事務組

合連合会各協議会及び社会保険労務士会各支部に東京労働局賃金課職員が訪

問し、最低賃金及び業務改善助成金の利用促進に関する要請を実施。【局】 

ウ 自治体及び各種団体に対し、最低賃金及び業務改善助成金のリーフレット

を送付し、広報依頼を実施。【局・署】 

エ 労働基準監督署幹部による地域団体等への最低賃金の周知及び業務改善助

成金の利用促進に関する要請を実施。【署】 

（２）個別事業場に対する周知 

ア 最低賃金及び業務改善助成金について東京労働局 YouTube 公式チャンネル、

各労働基準監督署に設置したデジタルサイネージ等を活用した情報発信を実

施。【局・署】 

イ 労働基準監督署の監督指導、個別指導、訪問支援等において最低賃金及び



 

 

業務改善助成金の周知を徹底。【署】 

ウ 東京働き方改革推進支援センターによる出張相談会を開催し、最低賃金及

び業務改善助成金について周知を実施。【局・署】 

エ 局署において実施する集団指導、説明会各種会合等において、最低賃金及

び業務改善助成金について周知を実施。【局・署】 

（３）その他 

 ア 関東一円に最低賃金及び業務改善助成金を周知するため、東京だけでなく

千葉・埼玉・神奈川へ乗り入れをしている東京メトロ全線等に、最低賃金及

び業務改善助成金の車内広告等を掲載予定。【局】 

イ 都営バス（全 19営業所）、都区内コミュニテイバス（14区）、国際興業バス

（３営業所）、東武バス（３営業所）に、最低賃金額及び業務改善助成金の車

内広告を掲載予定。【局】 

 ウ 都心ターミナル駅前（新宿、渋谷）、多摩地区の中核ターミナル駅前（立川）

等の屋外ビジョンでの広告動画放映予定。【署】 

 エ ラジオＣＭ（ＴＢＳラジオ等）放送予定。【局】 

 オ 最低賃金及び業務改善助成金を紹介する東京労働局独自ポスター及びリー

フレットを作成し【局】、最低賃金及び業務改善助成金について周知を実施。

【局・署・所】 

カ 求人事業主及び求職者に対する最低賃金及び業務改善助成金の周知のため、

公共職業安定所庁内でのポスター掲示、デジタルサイネージへの掲載及びリ

ーフレットの備え置き等を実施。【所】 

キ 需給調整事業に係る事業主に対する最低賃金及び業務改善助成金の周知の

ため、東京労働局海岸庁舎庁内でのポスター掲示及びリーフレットの備え置

きを実施。【局】 

ク 包括連携協定を締結している金融機関に対し、最低賃金及び業務改善助成

金の周知依頼を実施。【局】 

ケ 主な経営者団体、東京都社会保険労務士会、全国労働保険事務組合連合会

東京支部、東京都社会福祉協議会等の業界団体等のメールマガジンに、最低

賃金及び業務改善助成金の広報記事を掲載。【局】  

 

 

 

 

 

 



業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃金）を引き上げ、設備投資等を行っ

た中小企業・小規模事業者等に、その費用の一部を助成する制度です。

①対象事業場の拡大

事業内最低賃金

引き上げの計画

設備投資等の計画
機械設備、コンサルティング、

人材育成・教育訓練など

設備投資等の費用

の一部を助成

対象事業場：
事業場内最低賃金と地域別
最低賃金の差額が

30円以内の事業場

事 業 場 内

最 低 賃 金 額
助 成 率

870円未満 9/10

870円以上

920円未満
４/５
(9/10)

920円以上
３/４
(4/5)

900円未満 9/10

900円以上

950円未満

４/５
(9/10)

950円以上
３/４
(4/5)

（）内は生産性要件を満たした事業
場の場合

交付申請書等の提出先は管轄の都道府県労働局 雇用環境・均等部（室）です

交付申請書・事業実施計画

などを事業場所在地を管轄

する都道府県労働局に提出

交付決定後、提出

した計画に沿って

事業実施

労働局に事業実施

結果を報告
審査

支
給

（審査の上、交付決定を受けたら）
・計画に基づく賃上げの実施
・計画に基づく設備投資等の実施

差額が50円以内に拡大され
たので、助成金が受けられる
ようになりました

対象外

拡充後

業務改善助成金の制度が拡充されます！
対象事業場拡大、助成率区分見直し、賃金引き上げ後の申請が可能に

審査・
交付決定

今

ま

で

拡

充

後

②賃金引き上げ後の申請 ③助成率区分の見直し

拡充後拡充後

例：地域別最低賃金が920円の
地域において

対象事業場：
事業場内最低賃金と地域別
最低賃金の差額が

50円以内の事業場

事業場内最低賃金が
955円（差額35円）
の工場

対象に！
（先ほどの例）

事業場内最低賃金が
955円の工場

2023年4月1日から12月31日
までに賃金引き上げを実施して
いれば、賃金引き上げ計画の提
出は不要となりました

以下の書類の提出は必要です
• 賃金引き上げ結果
• 事業実施計画（設備投資等の

計画）

（）内は生産性要件を満たした事業
場の場合

必要な手続き：
事前に以下2つの計画を提出
• 賃金引き上げ計画
• 事業実施計画（設備投資

等の計画）

8月 3 1日から開始 ※申請期限：2024（令和6）年1月31日
（事業完了期限：2024（令和6）年2月28日）

業務改善助成金とは

拡充のポイント

事業実

施計画

賃上げ

計画

事業実

施計画
賃上げ

結果

助成金支給までの流れ

計画の承認
と実施

を提出し、計画の
審査を受けます。

＜対象＞
事業場規模50人未満のみ

takayanagir
フリーテキスト
 別添 ２ 



（R５.８）

ご不明な点は、下記の業務改善助成金コールセンターまでお問い合わせください。

電話番号：0120 - 366 - 440（受付時間 平日 8:30～17:15）

その他詳細は厚生労働省ウェブサイトをご覧ください

お問い合わせ

業務改善助成金 検 索

• 過去に業務改善助成金を活用した事業者も助成対象となります。

• 予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。

• 事業完了の期限は、2024（令和6）年2月28日です。

• 必ず最新の交付要綱・要領で助成要件をご確認ください。

（参考）働き方改革推進支援資金

日本政策金融公庫では、事業場内最低

賃金の引き上げに取り組む方に、設備

資金や運転資金の融資を行っています。

詳しくは、事業場がある都道府県の日

本政策金融公庫の窓口にお問い合わせ

ください。

日本政策金融公庫
店舗検索

コース
区分

事業場内
最低賃金の
引き上げ額

引き上げる
労働者数

助 成 上 限 額

右記以外
の事業者

事業場規模
30人未満の
事業者

30円
コース

30円以上

1人 30万円 60万円

2～3人 50万円 90万円

4～6人 70万円 100万円

7人以上 100万円 120万円

10人以上※ 120万円 130万円

45円
コース

45円以上

1人 45万円 80万円

2～3人 70万円 110万円

4～6人 100万円 140万円

7人以上 150万円 160万円

10人以上※ 180万円 180万円

60円
コース

60円以上

1人 60万円 110万円

2～3人 90万円 160万円

4～6人 150万円 190万円

7人以上 230万円 230万円

10人以上※ 300万円 300万円

90円
コース

90円以上

1人 90万円 170万円

2～3人 150万円 240万円

4～6人 270万円 290万円

7人以上 450万円 450万円

10人以上※ 600万円 600万円

※ 10人以上の上限額区分は、特例事業者（右記）が、10人以上の労働者の

賃金を引き上げる場合に対象になります。

設備投資
• POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
• リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮

コンサルティング 専門家による業務フロー見直しによる顧客回転率の向上

その他 店舗改装による配膳時間の短縮

①
賃金
要件

申請事業場の事業場内最低賃金が950
円未満である事業者

②
生産量
要件

売上高や生産量などの事業活動を示す

指標の直近3か月間の月平均値が前年、

前々年または3年前の同じ月に比べて、

15％以上減少している事業者

③
物価
高騰等
要件

原材料費の高騰など社会的・経済的環

境の変化等の外的要因により、申請前

3か月間のうち任意の1か月の利益率

が前年同月に比べ3％ポイント※以上

低下している事業者

特例事業者

※「％ポイント（パーセントポイント）」とは、パーセ

ントで表された2つの数値の差を表す単位です。

以下の要件に当てはまる場合が特例事業者となり
ます。（なお、②・③に該当する場合は、助成対
象経費の拡充も受けられます。）

＜事業場内最低賃金とは？＞

事業場で最も低い時間給を指します。（ただし、

業務改善助成金では、雇入れ後3か月を経過した

労働者の事業場内最低賃金を引き上げていただく

必要があります。）

事業場内最低賃金の計算方法は、地域別最低賃金

（国が例年10月頃に改定する都道府県単位の最低

賃金額）と同様、最低賃金法第4条及び最低賃金

法施行規則第1条又は第2条の規定に基づいて算定

されます。

ご不明点があれば、管轄の労働局雇用環境・均等

部室または賃金課室までお尋ねください。

助成上限額

助成対象経費の例

注意事項



業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃金）を30円以上引き上げ、生産性向

上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。

※申請期限：令和６年１月31日
（事業完了期限：令和６年２月28日）

事業場内最低賃金の

引き上げ計画

設備投資等の計画
機械設備導入､コンサルティング､

人材育成･教育訓練など

（計画の承認と事業の実施後）

業務改善助成金を支給

（最大600万円）

業務改善助成金とは？

対象となる設備投資など

助成上限額や助成率などの

詳細は中面をチェック！

助成対象事業場における、生産性向上に資する設備投資等が助成の対象となります。

また、一部の事業者については、助成対象となる経費が拡充されます。（詳しくは中面へ。）

経 費 区 分 対 象 経 費 の 例

機器・設備の導入
• POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
• リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮

経営コンサルティング 国家資格者による、顧客回転率の向上を目的とした業務フロー見直し

その他 店舗改装による配膳時間の短縮

対象事業者・申請の単位など

• 中小企業・小規模事業者であること

• 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること

• 解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと

以上の要件を満たした事業者は、事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を立て、

（工場や事務所などの労働者がいる）事業場ごとに申請いただきます。

申請の流れや注意事項は

裏面をチェック！

別々に

申請

助成金額の計算方法

助成される金額は、生産性向上に資する設備投資等にかかった費用に一定の助成率をかけた金額と

助成上限額とを比較し、いずれか安い方の金額となります。

＜例＞

○事業場内最低賃金が863円

→助成率9/10

○8人の労働者を953円まで引上げ（90円コース）

→助成上限額450万円

○設備投資などの額は600万円

540万円
(＝600万円×9/10)

450万円
(＝助成上限額)

＞

450万円が支給されます。

（設備投資費用×助成率） （90円コースの助成上限額）

工場A 事務所B

申請書や見積書に加え、

・賃金引上げ計画書

・事業実施計画書

が必要です。

【申請時に必要なもの】 申請書

見積書

(相見積書)

賃上げ

計画

事業実施

計画

事業場規模

50人未満で

あればこちら

も適用

一定の期間※に事業

場内最低賃金を引き

上げていた場合は、

賃金引上げ計画は不

要です。（事業実施

計画は必要です。）

申請書

見積書

(相見積書)

賃上げ

結果

事業実施

計画

※令和5年4月1日～12月31日まで。

令和５年８月31日改正版

令和５年度業務改善助成金のご案内

令和5年8月31日に拡充されました！
（改正部分はピンク色の文字の部分です）

takayanagir
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助成上限額・助成率

コース

区分

事業場内

最低賃金の

引き上げ額

引き上げる

労働者数

助成上限額

右記以外

の事業者

事業場規模

30人未満の

事業者

30円
コース

30円以上

１人 3 0 万円 6 0万円

２～３人 5 0 万 円 9 0万 円

４～６人 7 0 万 円 1 0 0万 円

７人以上 1 0 0 万 円 1 2 0万 円

10人以上※ 1 2 0 万 円 1 3 0万 円

45円
コース

45円以上

１人 4 5 万円 8 0万円

２～３人 7 0 万 円 1 1 0万 円

４～６人 1 0 0 万 円 1 4 0万 円

７人以上 1 5 0 万 円 1 6 0万 円

10人以上※ 1 8 0 万 円 1 8 0 万 円

60円
コース

60円以上

１人 6 0 万円 1 1 0万円

２～３人 9 0 万 円 1 6 0万 円

４～６人 1 5 0 万 円 1 9 0万 円

７人以上 2 3 0 万 円 2 3 0 万 円

10人以上※ 3 0 0 万 円 3 0 0 万 円

90円
コース

90円以上

１人 9 0 万 円 1 7 0万 円

２～３人 1 5 0 万 円 2 4 0万 円

４～６人 2 7 0 万 円 2 9 0万 円

７人以上 4 5 0 万 円 4 5 0 万 円

10人以上※ 6 0 0 万 円 6 0 0 万 円

助成上限額

900円未満 9/10

900円以上
950円未満

４/５(9/10)

950円以上 ３/４(4/5)

（ ）内は生産性要件を満たした事業場の場合

※ 10人以上の上限額区分は、特例事業者が、10人以上の労働者の賃金を引き上げる

場合に対象になります。

▶ 事業場内最低賃金である労働者

▶ 事業場内最低賃金である労働者の賃金を引き上げることにより、賃金額が追い抜かれる労働者

が「引き上げる労働者」に算入されます。

（ただし、いずれも申請コースと同額以上賃金を引き上げる必要があります。）

＜例：事業場内最低賃金900円の事業場で30円コースを申請する場合＞

Ａ：事業場内最低賃金である労働者なので、「引き上げる労働者」に算入可

Ｂ：申請コース以上賃金を引き上げていないので、算入不可

Ｃ：Ａに賃金額が追い抜かれる労働者であり、かつ、申請コース以上賃金を引き上

げているので、算入可

Ｄ：既に引上げ後の事業場内最低賃金以上なので、算入不可

助成率

「引き上げる労働者数」の数え方

①
賃金
要件

申請事業場の事業場内最低賃金が950
円未満である事業者

②
生産量
要件

売上高や生産量などの事業活動を示す

指標の直近３か月間の月平均値が前年、

前々年または３年前の同じ月に比べて、

15％以上減少している事業者

③
物価
高騰等
要件

原材料費の高騰など社会的・経済的環

境の変化等の外的要因により、申請前

３か月間のうち任意の１か月の利益率

が前年同月に比べ３％ポイント※以上

低下している事業者

特例事業者

※「％ポイント（パーセントポイント）」とは、パーセン

トで表された２つの数値の差を表す単位です。

以下の要件に当てはまる場合が特例事業者と
なります。なお、②・③に該当する場合は、
助成対象経費の拡充も受けられます。

＜事業場内最低賃金とは？＞

事業場で最も低い時間給を指します。

（ただし、業務改善助成金では、雇入

れ後３か月を経過した労働者の事業場

内最低賃金を引き上げていただく必要

があります。）

事業場内最低賃金の計算方法は、地域

別最低賃金（国が例年10月頃に改定す

る都道府県単位の最低賃金額）と同様、

最低賃金法第４条及び最低賃金法施行

規則第１条又は第２条の規定に基づい

て算定されます。

ご不明点があれば、管轄の労働局雇用

環境・均等部室または賃金課室までお

尋ねください。



助成対象経費の拡充

特例事業者のうち、②生産量要件または③物価高騰等要件に該当する場合、助成対象となる生産性向上

に資する設備投資等として認められていないパソコン等や一部の自動車も助成対象となります（パソコ

ン等は新規導入に限ります）。

また、生産性向上に資する設備投資などに「関連する経費」※も、この設備投資等の額を上回らない範囲

で助成対象となります。

デリバリーサービスを行っている飲食店が、機動的に

配送できるようデリバリー用３輪バイクを導入

＜生産性向上に資する設備投資等＞

デリバリーサービスを幅広く周知す

るための広告宣伝を実施

＜関連する経費＞

生産性向上に資する設備投資等を行う取り組みに関連する費用として、業務改善計画で計上された経費を指します。

※「関連する経費」とは

助 成 対 象 経 費
一般
事業者

特例事業者
（②・③のみ）

助 成 対 象 経 費 の 例

生産性向上に資する設備投資等 〇 〇 リーフレットのオモテ面をご覧下さい。

生産性向上に資する設備投資等のうち、

• 定員７人以上または車両本体価格200万

円以下の乗用自動車や貨物自動車

• PC、スマホ、タブレット等の端末と周辺

機器の新規導入

× 〇

生産性向上に資する設備投資等に

「関連する経費」※
× 〇

広告宣伝費（チラシの制作費）、改築費（事務室等の拡大）、
汎用事務機器や什器備品（机・椅子等）の購入など

助成対象経費の具体例

助成対象経費の具体例は、「生産性向上のヒント集」や厚生労働省ウェブサイトに掲載されています。

生産性向上のヒント集 検 索



注意事項・お問い合わせ等

業務改善助成金 検 索

• 過去に業務改善助成金を活用した事業者も助成対象となります。

• 予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。

• 交付決定前に助成対象設備の導入を行った場合は助成の対象となりません。

• 必ず最新の交付要綱・要領で助成要件をご確認ください。

（参考）働き方改革推進支援資金

日本政策金融公庫では、事業場内最低

賃金の引き上げに取り組む方に、設備

資金や運転資金の融資を行っています。

詳しくは、事業場がある都道府県の日

本政策金融公庫の窓口にお問い合わせ

ください。

日本政策金融公庫
店舗検索

（R５.８.31）

交付申請書等の提出先は管轄の都道府県労働局 雇用環境・均等部（室）です

• 地域別最低賃金の発効に対応して

事業場内最低賃金を引き上げる場

合、発効日の前日までに引き上げ

ていただく必要があります。

助成金支給の流れ

事業場所在地を管轄する都道府県労働局に対し、所定の様式で交付申請を行っていただきます。

労働局による申請内容の審査を経て交付決定がなされたら、申請内容に沿って事業を実施してください。

事業完了後、労働局に事業実績報告と助成金支給申請を行っていただくと、労働局による報告内容の審

査を経て、助成金が支給されます。

注意事項

賃金引き上げに当たっての注意点

参考ウェブサイト

• 厚生労働省ウェブサイト「業務改善助成金」

最新の要綱・要領やQ&A（「生産性向上のヒント集」）、

申請書作成ツールや業務改善助成金の活用事例集などを掲載しています。

• 最低賃金特設サイト

全国の地域別最低賃金や中小企業支援事業について掲載しているほか、

サイト内の「賃金引き上げ特設ページ」では、賃金引き上げに向けた取

組事例などを紹介しています。

お問い合わせ

最低賃金特設サイト 検 索

業務改善助成金についてご不明な点は、業務改善助成金コールセンターまでお問い合わせください

電話番号：0120-366-440（受付時間 平日 8:30～17:15）

交付申請

交付申請書・事業実施

計画書等を

都道府県労働局に提出

交付決定

交付申請書等を

審査の上、通知

事業の実施

申請内容に沿って

事業を実施

（賃金の引き上げ、設備の

導入、代金の支払）

事業実績報告

労働局に事業実績報告

書等と助成金支給申請

書を提出

交付額確定と助成金支払い

事業実績報告書等を審査し、

適正と認められれば交付額の確定

と助成金の支払いを実施

助成金受領

ここで助成金が

振り込まれます

（例）10月1日に新しい地域別最低賃金（900円→950円）が発効される場合

発効日の前日（9月30日）まで

に事業場内最低賃金の引き上げ

（905円→950円）を完了

発効日の当日（10月１日）に

事業場内最低賃金の引き上げ

（905円→950円）を実施
対象外対象！
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